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平成 年 月 日（金）

号外第 号

15 11 28

154

毎週火 金曜日発行･

公布 規則

◇ 現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則（ ）（職員課）……………………………

◇現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則

給料表 改定

給料月額 引 下 。（別表第 関係）

給料 調整額 改定

調整基本額 引 下 。（別表第 関係）

施行期日等

（ ） 規則 、平成 年 月 日 施行 。

（ ） 所要 経過措置 講 。

現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則 公布 。

平成 年 月 日

鳥取県知事 片 山 善 博

現業職員 給与 関 規則 一部 改正 規則

第 条 現業職員 給与 関 規則（昭和 年鳥取県規則第 号） 一部 次 改正 。

別表第 次 改 。
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職務 級 級 級 級 級

号 給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

円 円 円 円

の １ ２ ３ ４

１

２

３

４

５

６

７

８

９

120,600 218,200 262,300 313,800

124,300 226,200 270,800 323,700

128,100 234,600 279,400 333,600

131,900 243,500 288,000 343,300

134,400 252,500 296,400 352,700

138,800 260,900 304,800 361,900

143,300 279,400 310,900 370,900

148,500 288,000 320,200 379,600

154,300 296,400 329,500 388,000

10 160,200 304,800 338,700 395,300

11 166,500 310,900 348,000 404,600

12 177,400 320,200 357,200 413,200

13 184,400 329,500 366,100 421,100

14 190,200 338,700 374,800 426,900

15 195,500 348,000 382,300 432,500

16 205,700 357,200 387,800 436,300

17 213,300 366,100 392,800 440,000

18 221,100 374,800 400,500 443,900

19 229,000 382,300 405,200 447,500

20 236,400 387,800 409,400 451,100

21 252,500 392,800 412,900

22 260,900 396,200 416,600

23 269,300 399,700 420,100

24 277,600 403,100 423,600

25 285,700 406,500 427,100

26 296,400 409,900

27 304,800 413,300

28 313,100 416,700

29 321,100

30 328,500

31 335,900

32 343,100

33 348,600

34 353,300

35 357,300

36 360,600

37 363,400

38 366,300

39 368,800

40 371,300

41 373,800

42 376,400

43 379,000

44 381,600

別表第 （第 条関係）

現業職給料表（ ）
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職 務 級
給 料 月 額

第 類 第 類 第 類

級 円 円 円

改 正 後 改 正 前

別表第 （第 条 関係）
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する の の が かれた に める

現業職給料表（ ）

第 条 現業職員 給与 関 規則 一部 次 改正 。

次 表 改正前 欄中下線 引 部分（以下 条 「改正部分」 。） 当該改正部分

対応 同表 改正後 欄中下線 引 部分 改 。
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２
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１ ２ ３ ４級 級 級 級

旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額 旧給料月額 新給料月額

円 円 円 円 円 円 円 円

388,600 384,200 424,900 420,100 435,500 430,600 459,900 454,700

391,300 386,800 428,400 423,500 439,100 434,100 463,600 458,300

394,000 389,400 431,900 426,900 442,700 437,600 467,300 461,900

396,700 392,000 435,400 430,300 446,300 441,100 471,000 465,500

399,400 394,600 438,900 433,700 449,900 444,600 474,700 469,100

発行所 鳥取県鳥取市東町一丁目 鳥 取 県 【定価 部 月 円（送料 含 ）】220 2,200１ １か を む｡

古紙配合率 ％再生紙 使用100 を しています

(URL:http://www.pref.tottori.jp)

附 則

（施行期日）

規則 、平成 年 月 日 施行 。

（最高号給 超 給料月額 切替 等）

平成 年 月 日（以下「切替日」 。） 前日 職務 級 最高 号給 超 給料月

額 受 職員 切替日 給料月額 、切替日 前日 者 給料月額 対応 附則別

表 新給料月額欄 定 給料月額 、 受 期間 通算 期間 、知事 定 。

（委任）

前項 定 、 規則 施行 関 必要 事項 、知事 定 。

附則別表

最高号給 超 給料月額 切替表
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